
～「国税だより」より抜粋～

振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。

納　期　限

振替納税日

第 2 期分

令和 5年 11 月 30 日（木）

予定納税額の
減額申請書提出期限 令和 5年 11 月 15 日（水）まで

令和 5年 11 月 30 日（木）

詳しくは、 税理士個別相談会をご利用下さい。

　　　ご予約は　　　　381-3135

　予定納税とは、
前年分の確定申告に基づき計算した
予定納税基準額が 15万円以上である場合に、
その年の「所得税及び復興特別所得税」の
一部をあらかじめ納付する制度です。

所得税及び復興特別所得税の予定納税 ( 第 2期分 ) について


